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１　

は
じ
め
に

さ
い
た
ま
市
議
会
で
は
、
平
成
29
年
６
月
に
政
策

条
例
制
定
に
関
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議（
以
下「
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
」
と
い
い
ま
す
。）
を
設
置
し
、

自
転
車
を
活
用
し
た
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
資
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
、
１
年

に
わ
た
り
検
討
を
行
い
ま
し
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会

議
を
、
平
成
30
年
６
月
ま
で
の
間
に
21
回
開
催
し
、

関
係
機
関
と
の
協
議
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
、

児
童
生
徒
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
等
を
行
い
、

さ
い
た
ま
市
自
転
車
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
条
例
の
案

を
作
成
し
ま
し
た
。

本
条
例
は
、
平
成
30
年
６
月
定
例
会
最
終
日
の
６

月
29
日
に
、プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
の
委
員
を
提
出
者
・

賛
成
者
と
す
る
議
員
提
出
議
案
と
し
て
提
出
さ
れ
、

委
員
会
付
託
を
省
略
し
、
同
日
に
、
賛
成
多
数
で
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
令
和
元
年
12
月
に
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会

議
の
設
置
・
運
営
を
通
じ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
課
題

に
つ
い
て
議
会
運
営
委
員
会
で
協
議
を
重
ね
、
政
策

条
例
の
立
案
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
会
議

の
設
置
に
係
る
手
続
等
を
定
め
た
、
さ
い
た
ま
市
議

会
政
策
条
例
検
討
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
要
綱
を
制

定
し
ま
し
た
。

以
下
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
の
設
置
か
ら
条
例
の

案
を
作
成
す
る
ま
で
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
で
取
り

組
ん
で
き
た
こ
と
を
中
心
に
御
紹

介
い
た
し
ま
す
。

２　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
の 

設
置

平
成
29
年
６
月
29
日
の
各
派
代

表
者
会
議
（
議
長
及
び
副
議
長
並

び
に
各
会
派
の
代
表
者
に
よ
っ
て

構
成
。
議
会
運
営
委
員
会
の
委
員

長
及
び
副
委
員
長
が
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
参
加
）

に
お
い
て
、
一
つ
の
会
派
か
ら
、
自
転
車
の
安
全
利

用
や
自
転
車
を
活
用
し
た
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
条

例
を
作
成
す
る
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
設
置
に

つ
い
て
提
案
が
あ
り
、
合
意
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

①
副
議
長
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
の
会
長
と
す
る
こ

と
、
②
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
の
委
員
は
、
会
長
を
含

め
15
人
と
す
る
こ
と
、
③
会
派
に
所
属
す
る
議
員
数

が
10
人
未
満
の
会
派
は
委
員
２
人
、
10
人
以
上
15
人

以
下
の
会
派
は
委
員
３
人
、
15
人
を
超
え
る
会
派
は

委
員
４
人
を
選
出
す
る
こ
と
、
④
会
派
に
所
属
し
な

い
議
員
の
参
加
に
つ
い
て
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
に

お
い
て
協
議
す
る
こ
と
な
ど
が
併
せ
て
決
定
さ
れ
ま

し
た
。

３　

運
営
に
関
す
る
申
合
せ
等
の
決
定

各
派
代
表
者
会
議
に
お
け
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

設
置
の
合
意
を
踏
ま
え
、
同
日
に
、
議
長
及
び
副
議

【条例制定の事例】
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特
集
議
員
提
案
条
例
の
今
日
的
意
義
を
問
い
直
す
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長
に
お
い
て
、
①
会
派
等
を
超
え
て
、
よ
り
実
効
性

の
高
い
政
策
条
例
制
定
の
実
現
に
向
け
た
検
討
を
行

う
た
め
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
を
設
置
す
る
こ
と
、
②

検
討
テ
ー
マ
は
自
転
車
を
活
用
し
た
ま
ち
づ
く
り
の

推
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
条
例
の
制
定
と

す
る
こ
と
、
③
会
長
及
び
委
員
の
任
期
は
、
政
策
条

例
の
制
定
に
向
け
た
検
討
結
果
を
議
長
に
報
告
し
た

と
き
ま
で
と
す
る
こ
と
、
④
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
の

事
務
局
は
議
会
局
が
務
め
る
こ
と
な
ど
を
定
め
た

「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
の
設
置
に
関
す
る
決
定
事
項
」

が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
決
定
を
受
け
て
、
７
月
10
日
に
、
第
１
回
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
を
開
催
し
、
①
委
員
の
過
半
数
が

出
席
し
な
け
れ
ば
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
、
②
議
事
を
決
す
る
に
当
た
り
会
長
は
出
席
委
員

全
員
の
同
意
を
得
る
よ
う
努
め
る
こ
と
、
③
会
派
間

の
意
見
調
整
や
協
議
を
行
う
た
め
理
事
会
を
置
く
こ

と
、
④
会
派
に
所
属
し
な
い
議
員
は
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

と
し
て
参
加
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
、
⑤
委
員
以
外
の
出
席
を
求
め
、
そ
の
意
見
を
聴

く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
⑥
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
は

原
則
と
し
て
公
開
す
る
こ
と
、
⑦
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会

議
が
開
催
さ
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
会
議
の
概
要

及
び
結
果
並
び
に
会
議
資
料
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公

開
す
る
こ
と
な
ど
を
定
め
た
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

の
運
営
に
関
す
る
申
合
せ
」
を
決
定
し
ま
し
た
。

４　

執
行
機
関
か
ら
の
意
見
聴
取
等

第
２
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
で
は
、
市
長
部
局
や

教
育
委
員
会
の
関
係
課
か
ら
、
さ
い
た
ま
市
に
お
け

る
自
転
車
施
策
の
現
状
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
、
そ

の
後
、
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
他
都
市
の
類

似
条
例
を
参
考
に
、
目
指
す
べ
き
条
例
の
全
体
像
に

つ
い
て
も
協
議
を
行
い
ま
し
た
。

続
い
て
、
第
３
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
で
は
、
大

学
教
授
を
講
師
と
し
て
招
き
、
議
員
に
よ
る
政
策
立

案
・
条
例
制
定
を
テ
ー
マ
と
し
た
講
演
会
を
開
催
し

ま
し
た
。

５　

条
例
素
案
の
作
成

第
４
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
か
ら
は
、
具
体
的
な

条
文
の
作
成
作
業
を
開
始
し
ま
し
た
。

ま
ず
は
、
委
員
間
で
条
例
に
盛
り
込
む
べ
き
項
目

に
つ
い
て
協
議
を
行
い
ま
し
た
。
次
に
、
項
目
ご
と

に
目
的
と
そ
れ
を
達
成
す
る
手
段
に
つ
い
て
検
討
を

行
い
、
条
文
の
作
成
を
進
め
ま
し
た
。
こ
の
作
業
と

並
行
し
て
、
目
的
規
定
や
定
義
規
定
、
責
務
規
定
の

作
成
も
行
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
事
務
局
に
お
い
て
は
、
規
定
の
内
容
に
つ

い
て
、
必
要
性
や
妥
当
性
の
観
点
か
ら
審
査
を
行
う

と
と
も
に
、
立
案
の
意
図
が
条
文
に
正
確
に
表
現
さ

れ
て
い
る
か
、
用
字
・
用
語
の
誤
り
が
な
い
か
確
認

を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
交
通
安
全
に
係
る
条
文
に

つ
い
て
は
、
道
路
交
通
法
等
の
関
係
法
令
に
矛
盾
・

抵
触
す
る
事
項
が
な
い
か
、
埼
玉
県
警
察
本
部
に
対

し
、
協
議
し
ま
し
た
。

条
例
素
案
の
作
成
作
業
は
、
第
13
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
会
議
ま
で
の
計
10
回
に
及
び
、
第
13
回
の
会
議
で

は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
の
実
施
と
児
童
生
徒

に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施
の
二
点
に
つ
い

て
決
定
し
ま
し
た
。

条
文
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
事
務
局
に
お
い
て

作
成
し
た
資
料
（
検
討
の
ポ
イ
ン
ト
、
道
路
交
通
法

等
の
法
令
及
び
類
似
条
例
の
規
定
、
市
長
部
局
に
お

い
て
平
成
28
年
３
月
に
策
定
し
た
、
さ
い
た
ま
市
自

転
車
ま
ち
づ
く
り
プ
ラ
ン
に
規
定
さ
れ
て
い
る
施
策

等
を
整
理
し
た
も
の
）
を
使
用
し
ま
し
た
。

６　

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト

条
例
素
案
を
公
表
し
、
広
く
市
民
に
意
見
を
求
め

る
た
め
、
平
成
30
年
４
月
16
日
か
ら
５
月
７
日
ま
で

の
三
週
間
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
ま

し
た
。
資
料
は
、
さ
い
た
ま
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
ほ
か
に
、
各
区
役
所
の
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
で
公

表
し
、
意
見
は
、
郵
送
や
持
参
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
に
加

え
て
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
ご
意
見
入
力
フ
ォ
ー
ム
」

で
も
提
出
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
の
結
果
、
乗
車
用
ヘ
ル

メ
ッ
ト
の
着
用
や
自
転
車
利
用
時
の
マ
ナ
ー
に
関
す

る
こ
と
な
ど
の
意
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
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則
に
定
め
ら
れ
た
会
議
体
や
議
決
を
得
て
設
置
さ
れ

た
会
議
体
で
も
な
く
、
事
実
上
の
会
議
に
す
ぎ
な
い

た
め
、そ
の
活
動
を
議
会
に
お
け
る
法
的
な
活
動（
議

会
活
動
）
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
た
め
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
で
は
、
政
策
条

例
の
立
案
と
い
っ
た
公
的
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
活
動
に
要
す
る
費
用
を
議
会

費
と
し
て
予
算
執
行
す
る
こ
と
に
疑
義
が
生
じ
、
学

識
経
験
者
に
対
す
る
謝
礼
や
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン

ト
の
実
施
に
要
す
る
費
用
は
、
委
員
か
ら
徴
収
し
た

会
費
で
賄
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

11　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
要
綱
の
制
定

こ
の
よ
う
な
課
題
の
解
決
を
目
指
し
、
令
和
元
年

７
月
か
ら
、
議
会
運
営
委
員
会
に
お
い
て
協
議
を
重

ね
、
12
月
に
、
政
策
条
例
の
立
案
に
関
す
る
事
項
を

調
査
審
議
す
る
会
議
の
設
置
の
要
件
、
手
続
、
組
織
、

運
営
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
、
さ
い
た
ま
市
議

会
政
策
条
例
検
討
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
要
綱
を
制

定
し
ま
し
た
。

こ
の
要
綱
で
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
の
設
置
・

運
営
を
通
じ
て
、
特
に
懸
案
と
な
っ
た
会
議
の
位
置

付
け
や
そ
の
活
動
に
要
す
る
費
用
の
支
出
に
つ
い

て
、
明
確
化
を
図
り
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
①
設

置
の
要
件
・
手
続
と
し
て
、
議
長
は
、
議
員
か
ら
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
設
置
し
た
い
旨
の
申
出
が

あ
っ
た
と
き
は
、
議
会
運
営
委
員
会
に
諮
り
、
そ
の

７　

児
童
生
徒
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

児
童
生
徒
の
自
転
車
の
利
用
実
態
を
把
握
す
る
た

め
、
平
成
30
年
４
月
に
、
市
立
小
学
校
・
中
学
校
・

高
等
学
校
の
児
童
生
徒
に
対
し
て
、
自
転
車
の
安
全
利

用
等
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

質
問
項
目
は
、
自
転
車
利
用
の
頻
度
、
乗
車
用
ヘ

ル
メ
ッ
ト
の
着
用
の
有
無
な
ど
、小
学
生
は
７
項
目
、

中
学
生
・
高
校
生
は
８
項
目
と
し
ま
し
た
。
対
象
者

は
、
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
の
各
校
長
会
と

協
議
の
上
、
小
学
生
は
10
校
（
四
年
生
３
校
・
五
年

生
３
校
・
六
年
生
４
校
）
の
各
１
ク
ラ
ス
、
中
学
生

は
57
校
（
全
て
二
年
生
）
の
各
１
ク
ラ
ス
、
高
校
生

は
４
校（
全
て
二
年
生
）の
各
１
ク
ラ
ス
と
し
ま
し
た
。

小
学
校
は
３
１
４
人
（
四
年
生
97
人
・
五
年
生

１
０
１
人
・
六
年
生
１
１
６
人
）、
中
学
校
は

１
９
９
６
人
、
高
校
生
は
１
４
８
人
か
ら
回
答
を
得

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
、
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト

の
着
用
率
に
つ
い
て
は
、
小
学
校
四
年
生
は
35
％
、

五
年
生
は
18
％
、
六
年
生
は
６
％
で
、
中
学
校
二
年

生
は
14
％
（
自
転
車
通
学
あ
り
は
33
％
、
自
転
車
通

学
な
し
は
３
％
）、
高
校
生
は
０
％
と
、
年
齢
が
高

く
な
る
に
つ
れ
て
、
着
用
率
が
下
が
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
り
ま
し
た
。

８　

Ｐ
Ｔ
Ａ
協
議
会
か
ら
の
意
見
聴
取

第
15
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
で
は
、
委
員
か
ら
、

児
童
生
徒
だ
け
で
は
な
く
、
保
護
者
の
意
見
も
確
認

す
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
提
案
が
あ
り
、
第
16
回
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
に
お
い
て
、
さ
い
た
ま
市
Ｐ
Ｔ
Ａ

協
議
会
の
役
員
４
人
を
招
き
、
条
例
素
案
に
対
す
る

意
見
聴
取
を
行
い
ま
し
た
。

９　

条
例
案
の
作
成

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
、
児
童
生
徒
に
対
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
さ
い
た
ま
市
Ｐ
Ｔ
Ａ
協
議
会
に

対
す
る
意
見
聴
取
等
の
結
果
を
踏
ま
え
、
条
例
素
案

の
修
正
を
行
い
ま
し
た
。
第
17
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会

議
か
ら
第
21
回
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
ま
で
の
計
五
回

に
わ
た
り
修
正
を
重
ね
、
さ
い
た
ま
市
自
転
車
の
ま

ち
づ
く
り
推
進
条
例
の
案
を
決
定
し
ま
し
た
。

こ
れ
を
も
っ
て
、プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
を
解
散
し
、

平
成
30
年
６
月
27
日
に
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
会
長

か
ら
議
長
へ
、
条
例
の
案
を
作
成
し
た
旨
を
報
告
し

ま
し
た
。

10　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
の
課
題

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
は
、
各
派
代
表
者
会
議
の
合

意
を
経
て
、
議
長
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
会
議
体
は
、
常
任
委
員
会
や
議
会
運
営
委
員
会
と

い
っ
た
法
的
な
委
員
会
で
は
な
く
、
ま
た
、
会
議
規



特
集
議
員
提
案
条
例
の
今
日
的
意
義
を
問
い
直
す
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承
認
を
得
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
②
組
織
と
し
て
、

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
は
委
員
12
人
を
も
っ
て
組
織

し
、
委
員
は
各
会
派
の
所
属
議
員
数
の
比
率
に
よ
り

選
任
す
る
こ
と
、
③
関
係
者
の
出
席
と
し
て
、
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
は
、
委
員
で
な
い
議
員
、
市
職
員
、

関
係
者
及
び
学
識
経
験
者
に
対
し
て
出
席
を
求
め
て

説
明
や
意
見
を
聴
き
、
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
、
会
議
に
出
席
し
た
関
係
者
及
び
学

識
経
験
者
に
対
し
て
は
、
謝
礼
金
を
支
払
う
こ
と
が

で
き
る
こ
と
、④
先
進
的
事
例
の
調
査
研
究
と
し
て
、

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
は
先
進
的
事
例
を
調
査
研
究

す
る
た
め
、
他
の
地
方
公
共
団
体
を
視
察
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
、
こ
の
場
合
は
、
会
議
規
則
に
定
め

る
議
員
派
遣
の
手
続
を
経
る
必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど

を
規
定
し
て
い
ま
す
。

現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
の
要
綱
に
基
づ
く
政
策
条
例

検
討
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
設
置
の
申
出
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
今
後
は
、
こ
の
要
綱
に
基
づ
き
、
会
議
を

設
置
し
、
運
営
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

年月日 主な取組事項

平成２９年６月２９日
●各派代表者会議
　プロジェクト会議の設置の合意

平成２９年７月１０日
●第１回プロジェクト会議
　プロジェクト会議の運営に関する申合せの決定

平成２９年７月２４日
●第２回プロジェクト会議
　執行機関からの意見聴取等

平成２９年８月３日
●第３回プロジェクト会議
　議員による政策立案等をテーマとした講演会の開催

平成２９年８月２４日～
平成３０年３月１６日

●第４回～第１３回プロジェクト会議
　条文の作成

平成３０年４月１６日～
平成３０年５月７日

パブリック・コメントの実施

平成３０年４月 市立小学校・中学校・高等学校へのアンケート調査の実施

平成３０年５月１５日
●第１６回プロジェクト会議
　ＰＴＡ協議会からの意見聴取

平成３０年５月２８日～
平成３０年６月２６日

●第１７回～第２１回プロジェクト会議
　条文の修正・条例案の決定

政策条例制定に関するプロジェクト会議の協議経過


